
令和３年度事後評価の実施に関する計画（政策評価の事前分析表）
（法務省３－（２)）

施策名 法曹養成制度の充実

担当部局名 大臣官房司法法制部司法法制課

施策の概要 高度の専門的な法律知識，幅広い教養，豊かな人間性及び職業倫理を備えた

多数の法曹の養成及び確保その他の司法制度を支える体制を充実強化する。

政策体系上 司法制度改革の成果の定着に向けた取組

の位置付け （Ⅰ－２－(2)）

達成すべき 平成27年６月30日付け法曹養成制度改革推進会議決定「法曹養成制度改革の

目標 更なる推進について （別紙１）に示されている法曹養成制度改革を推進する」

ための取組のうち，主に法務省が担当する以下の事項につき 「法科大学院の，

教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律 以下 連」（ 「

携法等一部改正法」という （別紙２）の成立を踏まえ，関係機関・団体と。）

連携・協力しながら取組を実施する。

・活動領域の拡大に向けた，法曹有資格者の専門性の活用の在り方に関する有

益な情報が自治体・企業等で共有されるための環境整備

・法曹人口の在り方に関する必要なデータの集積と検証

・司法試験の在り方の検討

・法曹養成制度改革に関し，関係機関・団体と情報の共有を図るための連絡協

議会を開催

， ，目標設定の 政府においては 法曹の養成に関する制度の在り方について検討を行うため

考え方・根拠 閣議決定により，法曹養成制度関係閣僚会議が置かれるとともに，閣僚会議の

下に，法曹養成制度検討会議 が置かれ，同検討会議の行った取りまとめに基
*1

づき，平成25年７月，法曹養成制度関係閣僚会議決定（別紙３）がなされた。

法務省では，同閣僚会議決定に基づき，法曹有資格者の活動領域の拡大に関

する有識者懇談会 を設けるとともに，同懇談会の下に，日本弁護士連合会と*2

の共催により 「国・地方自治体・福祉等 「企業」及び「海外展開」の三つ， 」，

の分科会を設置し，法曹有資格者の活動領域の拡大について検討及び施策の試

行等を行い，その成果等を踏まえた取りまとめを行い，引き続き法曹有資格者

の活動領域の拡大に向けた環境整備を行うこととされた。

また，前記閣僚会議決定を踏まえ，政府においては，法曹の養成に関する制

度の在り方について，平成25年９月17日に設置された法曹養成制度改革推進会

議（内閣官房長官を議長とし，関係６大臣で構成）において，平成27年６月30

日，法曹養成制度改革推進会議決定（以下「推進会議決定」という ）がなさ。

れた。

推進会議決定においては，法曹志望者数を回復させ，新たな時代に対応した

質の高い法曹を多数輩出していくために，活動領域に関する取組のほか，司法

試験の在り方の検討，法曹人口の在り方に関する必要なデータ集積と検証等を

行うこととされた。

また，後述のとおり，上記のような推進会議決定を踏まえた各種取組に関連

して，令和元年６月19日，法科大学院改革・司法試験制度の見直しを内容とす



る連携法等一部改正法が成立した。

施策に関係す ○法曹養成制度検討会議取りまとめ（平成25年６月26日）
る内閣の重要 ○法曹養成制度改革の推進について（平成25年７月16日法曹養成制度関係閣僚
政策（施政方 会議決定）

針演説等のう ○法曹養成制度改革の更なる推進について（平成27年６月30日法曹養成制度改
ち主なもの） 革推進会議決定）

政策評価実施 令和４年８月
予定時期

施策の進捗状況（目標）
測定指標 基準

基準年度 ３年度

１ 法曹有資格者の活動領域 － － 法曹有資格者の活動領域の拡大に関する

の在り方に関する検討及び 有識者懇談会取りまとめや推進会議決定の

必要な取組の実施 内容を踏まえ，法曹有資格者の専門性の活

用の在り方に関する有益な情報が自治体，

福祉機関，企業等の間で共有され，各分野

における法曹有資格者の活用に向けた動き

が定着するよう，関係機関の協力を得て，

環境を整備する。

測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠

法曹有資格者の活動領域の拡大については，平成27年５月の法曹有資格者の活動領域の拡

大に関する有識者懇談会取りまとめや，同年６月の推進会議決定において，今後も関係機関

の協力を得て，引き続き法曹有資格者の活動領域の拡大に向けた環境整備を行うこととされ

たことを踏まえ，上記目標を設定することとした。

具体的には，下記参考指標として中央省庁等及び地方公共団体における任期付公務員とし

て公職に従事する弁護士数，地方公共団体における法曹有資格者の常勤職員数，企業内弁護

士数を参考にしつつ，達成度合いを評価することとした。

施策の進捗状況（実績）

２年度

法曹有資格者の活動領域の拡大に関する有識者懇談会取りまとめや，推進会議決定におい

ては，今後も，法曹有資格者の活動領域の拡大に向けた取組を継続することが必要であると

され，法務省において，そのための環境を整備するとされた。

法務省においては，法曹有資格者の海外展開を支援するため，委託弁護士をベトナム社会

主義共和国に派遣し，現地における外国弁護士の活動規制状況や，日本人弁護士に対する需

要，現地日本企業等に対する日本人弁護士としての支援の在り方等に関する調査を行ってい

る。

年度ごとの実績値
参考指標

28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度

中央省庁等及び地方公共団体における任期付公 200 198 207 238 241

務員として公職に従事する弁護士数（日本弁護

士連合会調べ）



地方公共団体における法曹有資格者の常勤職員 106 136 172 189 197

数（日本弁護士連合会調べ）

企業内弁護士数（日本組織内弁護士協会調べ） 1,707 1,931 2,161 2,418 2,629

施策の進捗状況（目標）
測定指標 基準

基準年度 ３年度

２ 法曹養成制度改革を推進 文部科学省とともに連絡協議等の環境を

するための取組の実施 － － 整備し，司法試験の在り方の検討，法曹人

口の在り方に関する必要なデータ集積と検

， ， ，証等の各取組に関し 法務省 文部科学省

最高裁判所，日本弁護士連合会における進

捗状況を適時に把握しつつ，これを踏まえ

て，文部科学省と連携し，関係機関・団体

の協力も得て，前記各取組を進める。

測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠

平成27年６月の推進会議決定では，法曹志望者数を回復させ，新たな時代に対応した質の

高い法曹を輩出していくための取組として，法務省において，司法試験の在り方の検討，法

曹人口の在り方に関する必要なデータの集積・検証等の取組を行うとされ，さらに，文部科

学省とともに連絡協議等の環境を整備して，両省が行うべき取組，関係機関・団体に期待さ

れる各取組の進捗状況を適時に把握するとされたことを踏まえ，上記目標を設定することと

した。

具体的には，下記参考指標に掲げる閲覧件数及び志願者数を参考にしつつ，達成度合いを

評価することとした。

施策の進捗状況（実績）

２年度

平成27年６月の推進会議決定を踏まえ，法務省においては，推進会議決定に掲げられた取

組の進捗状況等を適時に把握し，これらの取組を進めるに当たって必要な連絡協議を行うた

め，前記のとおり，文部科学省と連携し，最高裁判所や日本弁護士連合会等の関係機関・団

体の必要な協力を得て，法曹養成制度改革連絡協議会（以下「連絡協議会」という ）を開。

催している。

令和２年度に開催した連絡協議会においては，①法曹人口に関する各種データ，②令和２

年司法試験及び司法試験予備試験の結果，③令和元年度法学部に在籍する学生に対する法曹

志望に関するアンケート調査の結果等について報告し，意見交換するなど必要な取組を進め

た。

年度ごとの実績値
参考指標

28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度

法務省ホームページ「法曹養成制度改革連絡協 10,166 10,270 10,537 11,833 12,073

議会」閲覧件数（件）※



1 法曹養成制度検討会議（http://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei10_00001.htm*
l）

2 法曹有資格者の活動領域の拡大に関する有識者懇談会（http://www.moj.go.jp/housei/shi*
houseido/housei10_00039.html）

法科大学院志願者数（人 （文部科学省調べ） 8,278 8,160 8,058 9,064 8,161）

※法務省ホームページへの掲載年月

○「法曹養成制度改革連絡協議会 ：平成27年12月」

達成手段 年度 関連予算額計（執行額） ３
当初 する
予算額 指標(開始年度） 30年度 元年度 ２年度

①法曹有資格者の海外展 ８百万円 ９百万円 ９百万円 ９百万円 －

開を促進する方策を検討 （８百万円） （９百万円） （０円）

するための調査研究

（平成26年度）

令 和 ３ 年 行 政 事
業達成手段の概要等

レ ビ ュ ー 事 業 番
号

「法曹有資格者の海外展開を促進する方策を検討するための調査研究」 －

については，法曹有資格者の海外展開を支援するため，委託弁護士を海外

に派遣し，現地における外国弁護士の活動規制状況や，日本人弁護士に対する需要，現地日

本企業等に対する日本人弁護士としての支援の在り方等に関する調査を行い，その調査結果

を法務省ホームページに公表して関係省庁，自治体，日本企業等が同調査結果にアクセスす

ることのできる環境の整備を行うものである。

予算額計（執行額） 年度３

当初予算額30年度 元年度 ２年度
施策の予算額・執行額

８百万円 ９百万円 ９百万円 ９百万円

（８百万円） （９百万円） （０円）






















